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平成２６年第３回循環型社会推進会議会議録 

 

１ 開催日時 

  平成２７年２月２３日（月） 

  開会 午前 １０時 

  閉会 午前 １１時４５分 

２ 開催場所 

  尾張旭市役所 南庁舎３階 講堂１ 

３ 出席委員 

  東 珠実、吉田民子、浅見洋子、白坂弘子、渡辺安正、深田定雄、服部亜紀、 

杉島重男、鍋島洋行 計９名 

４ 欠席委員 

  松原八壽雄 計１名 

５ 傍聴者数 

  ２名 

６ 出席した事務局職員 

  環境課長 石坂清二、環境事業センター所長 鈴木利幸、環境課長補佐 

川本英貴、環境事業センター副主幹 山崎力、環境課主査 西本康一 

７ 議題等 

 ⑴ 座長あいさつ 

 ⑵ 報告事項 

   ごみの排出状況について 

 ⑶ 議題 

  ア 平成２６年度ごみの組成調査の結果について 

  イ 店舗等の民間で行っている資源ごみ回収状況の調査の結果について 

ウ プロジェクトの進捗状況について 

   (ア) ごみの有料化プロジェクト 

   (イ) 事業系ごみ適正化プロジェクト 

   (ウ) リサイクル広場拡充プロジェクト 

  エ 基本計画の具体的な取り組みの進捗状況と来年度の予定について 
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⑷ その他 

 

８ 会議の要旨 

環境課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東座長 

 定刻になりましたので、ただ今から「第３回 尾張旭市循環型社

会推進会議」を開催させていただきます。 

本日、松原委員が欠席されています。また松原委員については、

生ゴミ資源化協力隊からの推薦により、推進会議の構成員になって

いただいておりましたが、２月１７日付けで生ゴミ資源化協力隊を

脱退されたという連絡をいただきましたので、構成員としての必要

な要件をみたしていないことから、本日は欠席となっております。

なお、新たな委員の選任につきましては、現在検討中でございます。 

したがいまして、本日の出席者は、９名で進めていきたいと思い

ます。 

 この会議は、市の「附属機関の会議の公開に関する基準」に基づ

き、傍聴を認めていること。また「附属機関の会議録等作成に関す

る基準」に基づき、本会議の会議録だけでなく会議を録音しました

録音媒体につきましても情報公開の対象となることも、あわせてご

了承いただきますようお願いいたします。 

 それから１点ご連絡させていただきたい事があります。先週、本

市の来年度の予算が発表されました。予算の内容につきましては、

公表すると共に、翌日の新聞等で報道がされております。その中で

プラスチック製容器包装の収集に関しまして、現在の月２回の収集

から、試行として来年度から一部地域で毎週収集を進めていくとい

う報道がされております。このプラスチック製容器包装の毎週収集

につきましては、ごみ処理基本計画には掲げられてはおりませんの

で、推進会議と基本計画の関係から不快に思われた方もおみえにな

り、市の方にご意見もいただいております。その件につきましては、

議題の「基本計画の具体的な取り組みの進捗状況と来年度の予定に

ついて」のところで本日配布しました資料７関連資料で説明をさせ

ていただき、ご意見をいただきたいと思っております。 

では、本日の会議資料の確認から始めてまいります。机の上に置

かさせていただきました資料７関連資料はありますでしょうか。ま

た、事前配布させていただきました資料は、ご持参いただけました

でしょうか。もし不足がありましたら事務局までお申し出ください。 

特にないようでしたら、次第に沿って会議を進行させていただき

ます。 

次第１「座長あいさつ」を座長の東先生にお願いします。 

 年度末が近づいており、慌ただしい時期となっております。 
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環境課長 

 

東座長 

 

 

西本主査 

東座長 

 

 

 

 

環境課長補佐 

東座長 

 

 

 

杉島委員 

 

 

環境課長補佐 

 

東座長 

渡辺委員 

 

 

 

西本主査 

 今回３回目の会議となりますが、前回の会議でプロジェクトの企画

が出されまして、それに基づきましてこの間、何度かお集まりいただ

きまして、ありがとうございました。 

 そこで本日は、そのプロジェクトの報告をいただきたいというの

が当初の主な議題でしたが、事務局からの説明のように、来年度の

予算に関しまして、プラスチック製容器包装の毎週収集の試行実施

があげられました。関心の高い委員の方もおみえになると思います

ので、本日は、議題の順番を変更し、この推進会議との関係性など

を皆様にご意見をいただきたいと思いますので、よろしくお願いし

ます。 

このあとは、次第に従って議題に入ってまいりますが、議題の順

番については変更して進めていただきたいと思います。ここからは

座長である東先生に議事の進行をお願いいたします。 

それでは議事の進行をさせていただきます。 

次第２報告事項 （１）ごみの排出状況についてを、資料１によ

り事務局から説明をお願いします。 

＜資料１で説明＞ 

ただいま事務局から、「ごみの排出状況について」の説明があり

ました。ご質問等がありましたら、よろしくお願いします。 

なければ、議題の順番を変えて初めに（４）基本計画の具体的

な取り組みの進捗状況と来年度の予定について、事務局から説明

をお願いします。 

＜資料７、資料７関連資料で説明＞ 

ただいま事務局から、「基本計画の具体的な取り組みの進捗状況

と来年度の予定について」資料７、資料７関連資料により説明が

ありました。まずは、資料７に関してご意見等がありましたら、よ

ろしくお願いします。 

店舗等の資源ごみの回収状況を調査したとあるが、資料３レベルの

内容では、調査をしたとは言えない。調査というのであるならば、ど

こが何をどのぐらい集めているのかというレベルが必要である。 

収集量はまだ調べておりませんので、今後進めていきたいと思いま

す。 

資料７に関して他にご質問等ありますか。 

 №35の資源ごみ回収団体活動奨励金制度について、今年度どの

ような検討をしたのか。また、来年度どのような準備をするのか。

また、それを進めるにあたり、どのようなことを考えているのか

教えていただきたい。 

現在 81の団体が資源ごみ回収団体として登録されており、回収量



4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東座長 

 

 

 

 

 

 

杉島委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

環境課長 

 

に応じて奨励金を交付しているが、交付条件として環境に関する取

り組みを行ってもらうこととなっています。また奨励金の額として

は、自主回収と事業者回収の２種類あります。その中で、環境に関

する取り組みなどは団体によってかなりの温度差がある上、回収方

法も自主回収と事業者回収では１㎏あたり１円しか変わらないの

で、一生懸命行っている団体が報われるような、また、資源ごみ回

収団体がごみ問題を積極的に地域へ発信できるような制度にして、

奨励金を交付したいということで、内部で検討していますが、まだ

具体的な形にはなっておりません。 

他にご意見ありますか。 

それでは、資料７関連資料につきましてですが、背景や目的に

ついてはそのとおりだと思いますが、基本計画に記載してある方

向と違うところがあり、またその結果だけが報告されるというこ

とが、この会議との関係性において納得ができないという意見だ

と思いますが、この件に関して率直な意見をいただきたいと思い

ます。 

新聞の報道をみて唖然とした。ごみ施策については、基本計画

をバイブルにして行っていこうというものであるのに、それをほ

ったらかして行っていこうとするのが、プラスチックごみの毎週

収集であると思う。したがって、基本計画を策定する中での議論

がどのように引き継がれているのかをお聞きしたい。 

２点目は、基本計画では、推進会議と協力して市民の意見を具

体化するとあるのに、この会議では一切話しもなく決められ、委

員である自分も新聞報道で知ることになった。このことに関して

は、納得できるものではない。 

３点目は、プラスチックごみの処理費用は燃えるごみの処理費

用と比べて２倍から３倍かかるのに、やるべきことをやらずにな

ぜプラスチックごみの毎週収集を行うのか。私は、プラスチック

ごみの回収については、拡大生産者責任をもっと行政が追求すべ

きであると考えている。加えて、合理化拠出金が毎年下がってい

ることから、他の自治体と協力して、容器包装リサイクル協会に

言うべきことを言う必要あると思う。そのことを以前から推進会

議で行政へ要望してきたが、行っていない。また、行政はお金が

ないと言っているのに、市内全域を毎週収集すると年間1,000万円

以上の費用がかかる事業を、なぜ行うことができるのかお聞きし

たい。 

今回の件につきましたは、不愉快な思いをさせてしまい、申し

訳ございません。まずはお詫びを申し上げたいと思います。 
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これに至った経緯についてお話したいと思います。 

まず市民や議会からの要望で多いことは、戸別収集とプラスチ

ックごみの毎週収集であります。 

プラスチックごみの毎週収集については、議会でも再三質問を

していただいており、過去には財政部局との調整も行ったが、調

整がつかず、そのため、基本計画を策定する中では月２回での収

集が大前提で進められました。この関係で、分別しやすい仕組み

作りということで、「市民にとって便利なリサイクルステーショ

ンの設置」をやっていこうと計画が掲げられ、それについては当

然進めていきます。 

その中で、年末に市長を交えて次年度の予算を議論する場で、

プラスチックごみの毎週収集については市民要望がかなりあると

いうことで、財政部局がようやく理解を示し、まずは試行と言う

形で実施していこうとの結論になりました。その最終的な方向性

が決まったのが１月の中旬でしたので、そこから皆様にご意見を

お聞きする時間もなかったというのが現状です。それから、どう

いう試行の方法が最もお金をかけずに効率的に行えるかという検

討に注力してしまったということがあり、とても配慮の足りない

やり方をしてしまって反省をしております。 

したがって、事務を進めるにあたりまして、どのような形で行

えば良いか検討を行っており、まずは改めて皆様にご意見をお聞

きし、そのご意見を市長まで報告させていただき、その対応につ

いて検討していきたいと思います。また、その結果については皆

様に報告しながら進めていきます。 

それから、プラスチックごみについては、集めれば集めるほど

中間処理費用がかかりますので、そのことについて検討すること

は基本計画にも掲げられておりますので、別のところで検討して

いきます。 

また、前任者からはプラスチックごみについて、計画に記載が

あることは、引き継いでいます。 

市民要望がたくさんあるということであるが、この策定に携わ

った委員は、１年半もの間、一生懸命取り組んできたと思うが、

今の結果を行政の方はどのように受け止めているのか。 

我々の何千万円という税金が使われることについてはやぶさか

ではないが、どのような検討をしてそのことが実現したのか、そ

のプロセスが間違った方向で、今回進められたと思う。 

まずは事業者、市民に協力してもらい、店頭にプラスチックご

みを持っていってもらうということで、この基本計画は検討の結
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果作られているのに、何も示されずにやると言われても、信用が

できないので、もっときちんとした内容で進めてもらいたいと思

う。 

また、基本計画では、推進会議を組織し、市民と協働で進める

と言っているのに、策定会議で決めたことがそのとおりにやられ

ていない。また基本計画をバイブルに真面目にやろうと思っても、

行政が相談もせずに勝手に決められては、会議の必要性がなくな

ってしまう。 

しかし、このように考えてばかりではいけないので、私から提

案したい。 

プラスチックごみの試行の予算は引き下げることはできないと

思うので、そこまでは言わないが、プラスチックごみの毎週収集

について、なぜこの時期に実施するのかを理解、納得できるよう

一から話し合いをするということをしてもらいたい。またその間

は、プラごみの毎週収集を凍結するということにしてもらいたい。 

基本計画は、かなりの時間をかけて作成して、またこれに沿っ

て行っていくということで合意されていたにもかかわらず、基本

計画と異なることが予算調整の場で突発的にでて、それを報道で

初めて知るというのは、真面目に議論した人にとっては、誠実な

対応とは思えません。内容的にどこまで話ができるものかはわか

りませんが、事前に情報提供をいただいて、それが変えることに

つながらないにせよ、それに対しての委員の意見を集めていただ

きたいと思います。それがどの程度活用されるかはわかりません

が、やはりこういう計画、会議があるので、直前でもかまわない

ので、今後はそういう対応で進めていただきたいと思います。 

今後の進め方について、杉島委員からご提案がありましたが、

10月実施についての凍結がどの程度できるかはわかりませんが、

この会議でできることをお聞かせください。 

また、計画の修正も必要だと思うので、その点についても併せ

て事務局からご意見をお願いします。 

試行については、委員の皆様から改めてご意見をいただきなが

ら、会議の場で議論をしていただきたいと思います。 

計画の修正については、通常中間年次に見直しをする場合が多

く、この計画でも中間年次又は国や愛知県における一般廃棄物処

理の方針変更等、計画の前提となる諸条件に大きな変更が生じた

場合に見直しをするとしているので、今の段階でその都度見直し

をしていくのか、中間年次に遡って修正をさせていただくのかは、

改めて検討をさせていただきたいと思いますが、実行していく際
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には今後も修正がでてきますので、その都度修正というのは難し

いと思います。ただし、中間見直しの際には、これは大きな変更

となるので、そこには盛り込む必要があると思います。 

他にご意見ありますでしょうか。 

この試行は、本格実施をしていくつもりがあるのかないのかが、

なかなか見えてこないと思います。それは、試行の期間が10月か

ら３月までなので、試行の評価が年度内にできないことから、28

年度予算に反映させることができないと思います。それを反映さ

せずに本格実施をすることは、いかがなものなのかなと感じます。

したがって、これは本格実施をする意思があるのかどうかをお聞

きしたい。 

もう１つは、資料７関連資料の４ 一般廃棄物処理基本計画との

関係ですが、この記載ではプラスチックごみの毎週収集と基本計

画との関係性よく分からないので、プラスチックごみの毎週収集

を進めるのなら、もう少し整理してもらいたい。 

試行は10月から３月までですが、試行の前半期間中に様々な検

証を行って、次の４月から本格実施できるかの判断を12月中ぐら

いには行って、次の予算に結び付けれたらいいなと考えています。 

それから基本計画との関係ですが、これは計画書の23ページの

プラスチック製容器包装の変更後、「従：店頭回収」と記載があ

りますが、これをないがしろにしているのではないかという誤解

があるといけないので、資料７関連資料で、プラごみの毎週収集

の実施と並行し店頭回収を進めていくということを説明したかっ

たということです。 

他にご意見ありますでしょうか。 

 私はまだ市のごみ行政に関わって短いですので、市民感覚から

みると、他の市の流れを通じて、市民からの意見があり、取り組

みが進んでいると思います。しかし、杉島委員が言われたように

コストの問題や事業者責任のこと、また推進会議のような機関や

このような立派な計画があるのであれば、市民からの意見があっ

ても今までの仕組みを作っていることを考えると、市民の人はコ

ストのことや事業者責任のことを考えずに、利便性のことだけで

意見がくると思うので、基本計画が作られた経緯を市民の方に説

明していけばよいと思います。市民もきちんと考えてこういう形

になっているということが伝われば、もっといい案を出されたの

ではないかと思います。基本計画を作った人のことを考えると、

プラスチック製容器包装の毎週収集は大幅変更になると思うの

で、そこのプロセスは大切にした方がよいと思います。 
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西本主査 

東座長 

他にご意見はありませんでしょうか。 

これからは高齢化がさらに進み、さらに財政が厳しくなる状況

であるので、市民からの要求があるからといって、行政が安直に

やることは、行政として襟を正すところであると思う。今回のプ

ラスチックごみの毎週収集はその象徴的なものであると考えるの

で、僕はあいまいにできないものと考えている。 

そこで、拡大生産者責任のところである店頭回収を強力に進め

ていき、市民には財政状況などを含めて丁寧に説明し、それでも

必要があれば、毎週収集をすることがありえるかもしれないが、

まずはそういう原点に返って考える必要がある。 

また、僕が言う凍結というのは、改めてこの会議としてプラス

チックごみのあり方を検討していこうというものであり、試行を

したからといって、安直に本格実施をすることは、この会議とし

ては認められることではないということである。 

事務局への確認ですが、このあと委員の意見を聞き、それをこ

の会議で議論することでよいと思いますが、凍結に関しては、試

行を止めるのは難しいとしても、本格実施を行う前には、推進会

議での意見を踏まえていたただきたいと思いますが、お願いでき

ますでしょうか。 

 はい、わかりました。 

いろいろ意見がでましたが、今後の対応というところで、今回

のことは少しでもカバーしていただければと思いますし、今後の

方向付けというのは、この会議で調整していただくということで、

次の議題へ進みたいと思います。 

議題（３）プロジェクトの進捗状況について ア「ごみ有料化プロ

ジェクト」を、資料４により事務局から説明をお願いします。 

＜資料４で説明＞ 

ただいま事務局から、「ごみ有料化プロジェクト」について説明が

ありましたが、リーダーの杉島委員ご意見がありましたら、よろし

くお願いします。 

今度はとりあえず、いろいろと学習をしていかないといけない

と思っておりますで、その時にはプロジェクト以外の委員の方に

も案内をいたしますので、ご都合がつく方は参加していただきた

いと考えております。 

ほかにご意見等がないようですので、イ「事業系ごみ適正化プロ

ジェクト」を、資料５により事務局から説明をお願いします。 

＜資料５で説明＞ 

ただいま事務局から、「事業系ごみ適正化プロジェクト」について



9 

 

 

深田委員 

 

 

 

 

 

 

 

東座長 

 

西本主査 

東座長 

 

服部委員 

 

東座長 

渡辺委員 

 

西本主査 

 

 

 

渡辺委員 

 

西本主査 

 

 

渡辺委員 

東座長 

 

 

環境課長補佐 
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説明がありましたが、リーダーの深田委員ご意見がありましたら、

よろしくお願いします。 

事業系ごみとは大まかに製造系とサービス系に分かれますが、事

業者は無駄をかなり省いて事業を行っておりますので、全体として

の事業系ごみの減少はなかなか難しいと思いますが、排出される中

でリサイクルできるものは、なるべくリサイクルして資源を有意義

に使って削減できれば思います。その中で、個々のお店がどういう

排出方法をしているのかということを把握ができて、そこからだと

思いますので、排出方法のアンケートをとって進めていきたいとい

う方向性でございます。 

ほかにご意見等がないようですので、ウ「リサイクル広場拡充プ

ロジェクト」を、資料６により事務局から説明をお願いします。 

＜資料６で説明＞ 

ただいま事務局から、「リサイクル広場拡充プロジェクト」につい

て説明がありましたが、なにかご意見ありますでしょうか。 

皆さんのご意見をお聞きしながら、今後リサイクル広場を有意義

に使っていければと思っています。 

ほかにご意見ありますでしょうか。 

リユース品の有償化の意見があったみたいですが、これは近いう

ちに可能性はありますか。 

他の自治体で有償化を実施しているところがありますので、可能

性がないわけはないですが、今の段階ですぐに有償化が出来る状況

ではないので、他の自治体の調査を行いながら進めていきたいと思

います。 

有償化をするにあたっては整備しなければいけない条例や規則と

いうのは、当然でてきますよね。 

もちろん条例や規則の整備も必要となりますし、リユース品の売

却となれば公金が生じますので、そのあたりの整備も必要となりま

す。 

当面すぐにはできないということで理解します。 

ほかにご意見がないようですので、議題（２）平成２６年度ごみ

の組成調査の結果について、資料２により事務局から説明をお願い

します。 

＜資料２で説明＞ 

ただいま事務局から、「平成２６年度ごみの組成調査の結果につい

て」の説明がありましたがご意見等がありますでしょうか。 

なければ、議題（２）店舗等の民間で行っている資源ごみ回収状

況の調査の結果について、資料３により事務局から説明をお願いし
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ます。 

＜資料３で説明＞ 

ただいま事務局から、「店舗等の民間で行っている資源ごみ回収状

況の調査の結果について」の説明がありました。その中で、店舗で

回収したペットボトルを市で収集している店舗がありますが、今後

は店舗で処理していただくという方向で、また電池については、そ

れぞれのところで市の回収箱を置くということで進めていくという

ことですがよろしいでしょうか。 

特にご意見がないようですので、事務局の提案のように事務を進

めてください。 

その他のところで、ご意見があればよろしくお願いします。 

スーパーですが、資料３以外にもあると思うが、そこは調査へ

行ったのですか。 

他のスーパーも調査へ行きましたが、資源回収を行っていませ

んでした。 

そうであるならば、そういうことも記載したものが必要である。 

例えば、このような調査を行うという調査計画を出せば、この

ようなお店が抜けているなどの意見ができると思う。 

コンビニは調査しましたか。 

コンビニは調査していません。 

東栄町の交差点にあるコンビニでは、入口の中に回収箱があり

「行政のルールに従って回収しています。」とあるので、一度確

認してみて下さい。 

ウシヒロは白色トレイを回収していると思うので、そういった

こともあるので、調査要領を作ってください。 

わかりました。 

コンビニも、調査要領に載せる載せないは別にして、店舗ごと

か、会社ごとで一度調査をしてみて、あまりにも無茶苦茶であれ

ば多少指導してはどうか。コンビニできちんと捨てれるようにな

れば、若い人がこの先きちんと分別ができるようになると思う。 

ものすごくきちんとしたものでないにせよ、ある程度全体像の

分かるものを用意していただければと思います。 

最後にその他で事務局からお願いします。 

皆様に訂正とお詫び、ご了解をいただきたいことがあります。 

推進会議の謝礼についてですが、以前の会議で皆様に諮ってい

ただき、全体会及びプロジェクトともに、１回あたり6,400円をお

支払いすることで進めてきましたが、市と財政部局との調整、ま

た他の委員との兼ね合いから、プロジェクトについては交通費程
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度の費用弁償が妥当ではないかとの結論になりました。 

そこで、大変申し訳ございませんが、プロジェクトについては

来年度５回程度予定しておりますが、１部会ごとの出席で、年間

１人あたり12,000円でご理解いただきたいと思います。また、お

支払いについては、年末に一括でお支払いさせていただきたいと

思います。 

なお、こちらについては平成27年度の対応となりますので、今

後変更となる可能性がありますが、ご了承ください。よろしくお

願いします。 

それでは、これをもちまして、平成２６年第３回尾張旭市循環型

社会推進会議を閉会といたします。皆さま長時間にわたり大変お疲

れ様でした。 

 

 


